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Ｉ 財政書類の公表について 

 

１ 地方公会計制度の概要 

 

国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用 

されてきました。しかしながら、単式簿記は発生主義の複式簿記を採用する企業会計

と比べて、過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価 

償却や引当金といった会計手続きの概念がないといった面がありました。 

平成 18 年６月「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する  

法律」が成立し、同年８月には総務省から「地方公共団体における行政改革の更なる

推進のための指針」が示されました。これらの法律、指針により、地方公共団体の  

資産・負債改革の一環として、総務省では地方公共団体の資産や負債の管理に必要な

公会計を更に整備することにしました。具体的には平成 18 年５月に公表された  

「新地方公会計制度研究会報告書」を基に、国の作成基準に準拠した新たな方式に 

よる連結ベースでの財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、

資金収支計算書）の作成及び開示を行うよう、地方公共団体に要請を行いました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を進めましたが、総務省は  

新地方公会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の   

二つのモデルを示していました。また東京都は東京都方式、大阪府は大阪府方式と 

あり、複数の作成方式があることで他団体比較ができない等の問題が生じていたため、

平成 25 年８月に「研究会中間とりまとめ」が公表され、平成 26 年３月には「地方   

自治体における固定資産台帳の整備等に関する作業部会報告書」、「財務書類作成基準

に関する作業部会報告書」が公表されました。 

また、平成 27 年 1 月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、  

すべての地方公共団体はこの統一的な基準による財務書類を平成 30 年３月までに 

作成するよう要請されました。 

 

 

２ 美祢市の取組 

 

美祢市では、「統一的な基準」により平成 27 年度から固定資産台帳の整備を行い  

ました。そのうえで平成 28 年度からは、一般会計だけではなく、特別会計を含む   

全体会計及び関係する一部事務組合、第三セクターも含めた連結会計の財務書類を 

作成しています。 

これにより、現金の取引情報にとどまらず、美祢市の資産や負債の状況を把握  

できるようになり、市の財務状況をより幅広く把握することができるようになり  

ました。  
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３ 統一的な基準の特徴 

 

統一的な基準による財務書類の特徴として大きく三つ挙げられます。 

 

① 発生主義・複式簿記の導入 

② 固定資産台帳の整備 

③ 比較可能性の確保 

 

地方公会計制度の導入にあたり、総務省は「総務省方式改訂モデル」と「基準      

モデル」の二つのモデルを示していました。「総務省方式改訂モデル」は、既存の     

決算統計情報を活用して、土地や建物などの資産評価を行い、段階的に固定資産台帳

を整備しながら公共資産の評価を行っていく方法です。これに対して、「基準モデル」

は最初に全ての固定資産の洗い出しを行い、公正価値で把握した上で、個々の取引 

情報を発生主義により複式記帳して財務書類を作成する方法であり、次年度以降の 

固定資産増減を明確に把握できる特徴があります。 

この「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の良い特徴を併せ持ったのが   

「統一的な基準」といえ、統一的な基準による財務書類の整備により今後は団体間の

比較が可能となりました。また、これからは財務書類を作るだけに終わらず、公共  

施設マネジメントにも活用の範囲を広げていくことが望まれています。 

 

 

４ 作成基準日 

 

作成基準日は、各会計年度の最終日としました。今回の令和６年度決算分では、  

令和７年３月 31 日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間

（翌年度４月１日から５月 31 日までの間）の収支については、基準日までに終了  

したものとみなして取り扱っています。 
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５ 作成対象とする範囲（会計区分） 

 

一般会計 

環境衛生事業特別会計     一般会計等 

 

国民健康保険事業特別会計            全体会計 

介護保険事業特別会計  

後期高齢者医療事業特別会計 

水道事業会計 

病院等事業会計 

下水道事業会計                                               連結会計 

 観光事業会計 

 

山口県市町総合事務組合 一般会計 

山口県市町総合事務組合 消防団員補償等特別会計 

山口県市町総合事務組合 非常勤職員公務災害補償特別会計 

山口県市町総合事務組合 山口県市町公平委員会特別会計 

山口県市町総合事務組合 山口県自治会館管理特別会計 

山口県後期高齢者医療広域連合 一般会計 

山口県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会計 

美祢観光開発株式会社 

 

 

※ 全体会計は一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計であり、連結会計 

は全体会計に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。 
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Ⅱ 美祢市の財務書類（一般会計等）について 

 

１ 貸借対照表（令和７年３月 31日現在） 

 

地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入がいくらあり、その収入を  

何にいくら使ったかという単年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や

負債があるのかという情報は把握ができません。 

貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。

「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。「負債」及び「純資産」は、

「資産」を形成するためにどのような財源措置をしてきたかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき負債であることから将来世代に対しての負担と捉え

ることができ、一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換え   

ればこれまでの世代や現在の世代、または国、県が負担した分となります。 

 

 

一般会計等においては、資産総額が前年度末から 12 億 6,396 万 2 千円減少して

います。これは有形固定資産のうち事業用資産は増加しているが、インフラ資産に

おいて取得以上に減価償却費が上回ったことや財政調整基金が昨年度より大きく

減少していることが起因しております。 

負債においては、地方債等の増加により、負債全体も前年度末から増加していま

す。 
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【用語解説】 

 

固定資産 

 

事業用資産 …公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産（例：庁舎、学 

校、公民館、市営住宅、福祉施設など） 

インフラ資産 …社会基盤となる資産（例：道路、橋、公園、上下水道施設など） 

物品  …車輌、物品、美術品 

無形固定資産 …ソフトウェア、ソフトウェア（リース） 

投資及び出資金 …有価証券、出資金、出捐金 

投資損失引当金 …保有株式の実質価格が低下した場合に計上 

長期延滞債権 …滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金 …自治法第 240条第１項に規定する債権である貸付金（流動資産に区別される 

もの以外） 

基金  …流動資産に区分されるもの以外の基金（その他の基金） 

その他  …上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金 …未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不納欠損額） 

を見積もったもの（長期延滞債権分） 

 

 

流動資産 

 

現金預金 …手元現金や普通預金など 

未収金  …税金や使用料などの未収金 

短期貸付金 …貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 

基金  …財政調整基金、減債基金 

棚卸資産 …売却目的保有資産（量水器等） 

その他  …上記以外及び徴収不能引当金以外のもの 

徴収不能引当金 …未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額（不納欠損額） 

を見積もったもの（未収金分） 

  



9 
 

固定負債 

 

地方債  …地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が１年超のもの 

長期未払金 …自治法第 214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされるもの及びそ 

の他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外 

退職手当引当金 …原則期末自己都合要支給額 

損失補償等引当金…履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体財政健 

全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上 

その他  …上記以外の固定負債 

 

 

流動負債 

 

１年内償還予定地方債…地方公共団体が発行した地方債のうち、１年以内に償還予定のもの 

未払金    …基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定 

し、または合理的に見積もることができるもの 

未払費用   …一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時点 

において既に提供された役務に対して未だその対価の支払を終えていな

いもの 

前受金    …基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務の 

履行を行っていないもの 

前受収益   …一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点におい 

て未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金   …基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費 

預り金    …基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債 

その他    …上記以外の流動負債 
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２ 行政コスト計算書（令和６年４月１日～令和７年３月 31日） 

 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかった

コストのうち、人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政  

サービスに要したコストを表したものです。また、実際に現金の支出を伴うサービス

のほかに、減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまで含んで

表しています。更に、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や 

手数料といった受益者負担がどの程度あったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の市税や 

地方交付税，国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表します。 

こうしたコストを把握することは、市の行政活動の効率性につながり、また、   

単年度の資産形成費用の多寡にのみに着目せず、長期的なコスト意識を醸成すること

にもつながるものと考えられます。更にこれらのコストに対して、使用料等の住民 

負担がどうであったかを明らかにすることもできます。 

 

 

一般会計等においては、経常費用は 188億 1,187万 7千円となり、前年度から増

加しています。そのうち人件費等の業務費用は 121億 8,877万 5千円で、前年度か

ら増加、補助金や社会保障給付等の移転費用が 66 億 2,310 万 2 千円となり、こち

らもまた前年度から増加しています。 

移転費用のうち、昨年度と比較して、他会計への繰出金及び補助金等給付費が増

加しています。 
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【 用語解説 】 

◼ 経常費用 

 業務費用 

  人件費 … 職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

  物件費等 … 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の維持  

修繕にかかる経費や事業用資産の減価償却費など 

  その他の業務費用 … 支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など 

 移転費用 … 住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への資金移動 

など 

◼ 経常収益 

使用料及び手数料 … 財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

 その他 … 過料、預金利子など 

◼ 臨時損失 … 資産除売却損、災害復旧事業費など 

◼ 臨時収益 … 資産売却益など 
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３ 純資産変動計算書（令和６年４月１日～令和７年３月 31日） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減した

のかを表すもので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 

行政コスト計算書の「純行政コスト」がマイナス要因として表示され、財源である  

税収等、国県等補助金で賄えたかを表しています。 

 

 

 一般会計等においては、税収等の財源 168 億 8,897 万 7 千円が純行政コスト 198 億

681 万 2 千円を下回り、本年度差額は△29 億 1,783 万 4 千円となり、純資産残高は 29

億 3,752 万 7 千円の減少となっています。引き続き地方税の徴収業務の強化などによ

り税収等の増加に努めます。 
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【 用語解説 】 

 

◼ 前年度末純資産残高 … 前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

◼ 純行政コスト … 行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、 

資産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算

書の「純行政コスト」と一致） 

◼ 財源  

税収等 … 地方税、地方交付税、地方譲与税など 

 国県等補助金 … 国庫支出金及び都道府県支出金など 

◼ 資産評価差額 … 有価証券等の評価差額 

◼ 無償所管換等 … 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

◼ その他 … 上記以外の純資産の変動（調査判明の資産） 
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４ 資金収支計算書（令和６年４月１日～令和７年３月 31日） 

 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を業務活動 

収支・投資活動収支・財務活動収支の３区分に分け、どのような活動に資金が必要で

あったかを示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の流動資産の

現金預金の金額と一致します。業務活動収支は、日常の行政サービスを行ううえでの

収入と支出を表し、投資活動収支は、資産形成に関する収入と支出を表しています。

財務活動収支とは、地方債等の借入や償還に関する収入と支出を表しています。 

 

 

一般会計等においては、業務活動収支は 4 億 6,377 万 7 千円となり、投資活動収支

は△40 億 5,554 万 6 千円となっています。財務活動収支については、地方債の償還額

が地方債発行収入を下回っており、本年度末資金残高は前年度から減少し 5億 9,219万

7千円となりました。 
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【 用語解説 】 

◼ 業務活動収支 … 人件費や物件費等の支出、税収や使用料の収入等のうち、投資活動 

・財務活動以外の活動における収支 

◼ 投資活動収支 … 固定資産の取得や基金の積立てに係る支出、固定資産の売却や基金 

の取崩しに係る収入等の投資的な活動における収支 

◼ 財務活動収支 … 地方債の償還に係る支出、地方債の借入に係る収入等の資金の 

返済及び調達による財務的な活動における収支 

◼ 前年度末資金残高 … 前年度末の資金の額 

◼ 本年度末資金残高 … 前年度末資金残高＋本年度資金収支額 

◼ 本年度末現金預金残高 … 本年度末の現金預金の額（本年度貸借対照表と一致） 
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Ⅲ 財務書類分析 

 

従来の決算統計や地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断

比率などの既存の指標に加えて、統一的な基準による地方公会計の情報を用いて地方

公共団体が保有する資産・負債等に関する新たな指標を算出することにより、財政 

状況を多角的に分析することができます。 

また、令和元年８月に改訂された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」の

「財務書類等活用の手引き」には、「分析の視点」という形で５項目の視点に対する指

標が示されています。 

今回の指標は、一般会計等財務書類から金額を引用し、改訂された「統一的な基準

による地方公会計マニュアル」に示されている算定式により算定をしています。 

 

 

１ 資産の状況  

 

資産の状況は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるのか」等を表しています。 

貸借対照表は、資産の部において地方公共団体の保有する資産のストック情報を 

一覧表示しており、これを住民一人当たり資産額や有形固定資産の行政目的別割合、

歳入額対資産比率、有形固定資産減価償却額といった指標を用いて資産の状況を分析

することができます。 

 

 

（１）住民一人当たり資産額 

 

 資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額にすることにより、住民

等にわかりやすい情報となります。 

 

算定式  住民一人当たり資産額 ＝ 資産合計 ÷ 住民基本台帳人口 

 

年 度 資産合計 住民基本台帳人口 住民一人当たり資産額 

令和６年度 75,410,361千円 20,680人 3,647千円 

令和５年度 76,674,298千円 21,272人 3,604千円 

令和４年度 76,991,045千円 21,919人 3,513千円 

※ 住民基本台帳人口は、３月 31日現在の数値を使用 
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（２）有形固定資産の行政目的別割合 

 

有形固定資産の行政目的別の割合を算出することにより、行政分野ごとの社会資本

形成の比重の把握が可能になります。 

 

 

年 度 

生活 

インフラ 

国土保全 

 

教 育 

 

福 祉 

 

環 境 

衛 生 

 

産 業 

振 興 

 

消 防 

 

総 務 

 

合 計 

令和 

６年度 

 

56.5% 

 

15.0% 

 

1.1% 

 

5.3% 

 

6.0% 

 

2.9% 

 

13.3% 

 

100% 

令和 

５年度 

 

61.9% 

 

14.0% 

 

1.2% 

 

2.9% 

 

6.2% 

 

3.1% 

 

10.7% 

 

100% 

令和 

４年度 

 

65.5% 

 

14.0% 

 

1.3% 

 

1.9% 

 

6.3% 

 

3.4% 

 

7.6% 

 

100% 

 

 

（３）歳入額対資産比率 

 

 当該年度の歳入総額に対する資産合計の比率を算出することにより、これまでに 

形成されたストックとしての資産が歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体

の資産形成の度合いを測ることができます。 

 

算定式  歳入額対資産比率 ＝ 資産合計 ÷ 歳入総額 

 

年 度 資産合計 歳入総額 歳入額対資産比率 

令和６年度 75,410,361千円 23,970,634千円 3.1 

令和５年度 76,674,298千円 23,066,157千円 3.3 

令和４年度 76,991,045千円 19,175,637千円 4.0 
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（４）有形固定資産減価償却率 

 

 保有している有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額

の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過して 

いるのかを全体として把握することができます。 

 なお、減価償却累計額の算定には耐用年数省令に規定されている耐用年数を用いる

ことを原則としているため、資産の長寿命化対策を行った場合に、その結果が直接 

反映されるものではありません。 

 

算定式  有形固定資産減価償却率 

＝          減価償却累計額             

         有形固定資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額 

 

年 度 減価償却累計額 有形固定資産－非償却資産 

＋減価償却累計額   

有形固定資産 

減価償却率 

令和６年度 170,303,394千円 225,069,332千円 75.7% 

令和５年度 167,391,636千円 222,057,562千円 75.4% 

令和４年度 164,270,111千円 219,550,712千円 74.8% 

 

 

２ 資産と負債の比率  

 

資産と負債の比率は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」を表したもの

で、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかになります。 

資産と負債の比率を表す指標としては、地方財政健全化法における将来負担比率も

ありますが、貸借対照表は、財政運営の結果として、資産形成における将来世代と  

現世代までの負担のバランスがどのように推移しているのかを把握することができ

ます。 

ただし、将来世代の負担となる地方債の発行については、原則として将来にわたっ

て受益の及ぶ施設の建設等の資産形成に充てることができるものであり（建設公債 

主義）、その償還年限も、当該地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を

超えないこととされています（地方財政法第５条及び第５条の２）。したがって、  

公共施設等の整備においては、受益と負担のバランスや地方公共団体の財政規律が 

確保されるように地方財政制度上の仕組みが整備されていることに留意する必要が

あります。なお、地方債の中には、その償還金に対して地方交付税措置が講じられて

いるものがあり、本市においては財政上有利な地方債を発行しています。 
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（１）純資産比率 

 

 地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行い 

ます。このため、純資産に対する資産の比率は、保有している有形固定資産等がどの

世代の負担により行われたのかを示します。 

 

算定式  純資産比率 ＝ 純資産 ÷ 資産合計 

 

年 度 純資産 資産合計 純資産比率 

令和６年度 50,601,331千円 75,410,336千円 67.1% 

令和５年度 53,538,884千円 76,674,298千円 69.8% 

令和４年度 57,372,331千円 76,991,045千円 74.5% 

 

 

（２）社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 

 有形固定資産等の社会資本等について、形成された資産額に対して、財源のうち 

将来の償還等が必要な負債による調達割合を算定することにより、社会資本等形成に

係る将来世代の負担の程度を把握することができます。 

 

算定式  社会資本等形成の世代間負担比率 

      ＝     地方債残高     

         有形・無形固定資産合計 

 

年 度 地方債残高(※) 有形・無形 

固定資産合計 

社会資本等形成の 

世代間負担比率 

令和６年度 21,517,208千円 66,927,303千円 32.2% 

令和５年度 19,888,386千円 65,849,918千円 30.2% 

令和４年度 16,528,714千円 66,874,423千円 24.7% 

 ※ 地方債残高－臨時財政対策債等の特例地方債の残高 
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３ 負債の状況  

 

負債の状況は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」という  

住民等の関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点です。 

地方公共団体の負債に関する情報については、現行の予算に関する説明書において

も、債務負担行為額及び地方債現在高についてそれぞれ調書が添付されていますが

（地方自治法施行令第 144 条及び同施行規則第 15 条の２）、貸借対照表においては、

退職手当引当金や未払金など、発生主義により全ての負債を捉えることになります。 

 

（１）住民一人当たり負債額 

 

 資産形成度を示す住民一人当たりの資産額と同様、負債の総額では、地方公共団体 

ごとに財政規模が異なるため、金額のみで単純比較することは適切ではありません。

住民一人当たりの負債額を算出することで住民にとってもわかりやすい情報になり

ます。 

 

算定式  住民一人当たり負債額 ＝ 負債合計 ÷ 住民基本台帳人口 

 

年 度 負債合計 住民基本台帳人口 住民一人当たり負債額 

令和６年度 24,809,005千円 20,680人 1,200千円 

令和５年度 23,135,414千円 21,272人 1,088千円 

令和４年度 19,618,714千円 21,919人 895千円 

※ 住民基本台帳人口は、３月 31日現在の数値を使用 
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（２）基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

 

 資金収支計算書上の業務活動収支(支払利息支出を除く。)及び投資活動収支（基金

積立金支出及び基金取崩収入を除く。）の合算額を算出することにより、地方債等の

元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標と

なり、当該バランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない 

限り経済規模に対する地方債等の比率は増加しないとされています。 

 

算定式  基礎的財政収支 ＝ 業務活動収支（支払利息支出を除く。） 

              ＋投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。） 

 

年 度 業務活動収支 投資活動収支 基礎的財政収支 

令和６年度 572,050千円  -4,744,742千円  -4,172,692千円  

令和５年度 579,260千円  -3,222,978千円  -2,643,718千円  

令和４年度 1,585,522千円  -2,538,467千円  -952,945千円  

 

 

（３）債務償還比率 【 参考指標 】 

 

 債務償還比率は、実質債務が償還財源の何年分にあるかを示す指標で、経常的な 

業務活動の黒字分を債務の償還に充当した場合に、何年で現在の債務を償還できるか

を表す理論値です。 

 償還財源を資金収支計算書の業務活動収支とすることについては、現行の基準の 

もとでは、業務支出の中には、所有外資産の整備費用等、投資活動支出的な性質を 

持っていますが、地方公共団体の資産形成を伴わないため、業務支出に区分されて 

いる支出も含まれているため、業務活動収支の黒字部分が極端に小さく（または赤字

に）なり、結果として債務償還比率が極端に長く（または算出不能に）なりうると  

いう課題等があります。  

 このため、当面は償還財源を決算統計の経常一般財源等（歳入）と経常経費充当  

財源等（歳出）の収支として算出することとし、地方公会計の取組においては、参考

指標として取り扱われています。 

 

算定式  債務償還比率 

 ＝    将来負担額（※１） － 充当可能財源（※２）        

         経常一般財源等（歳入）等（※３）－ 経常経費充当財源等（※４） 
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 ※１ 将来負担額については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式による。 

 ※２ 充当可能財源は、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式の「充当可能基

金残高＋充当可能特定歳入」とする。 

 ※３ 経常一般財源等（歳入）等は、「①経常一般財源等＋②減収補填債特例分発行額＋③

臨時財政対策債発行可能額」とする。なお、①②は地方財政状況調査様式「歳入の状況 

その２収入の状況」、③は地方公共団体健全化法上の実質公債費率の算定式による。 

 ※４ 経常経費充当財源等は、地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」の経常経費充

当一般財源等から、次の金額を控除した額とする。なお、イ～ハは地方公共団体健全

化法上の実質公債費率の算定式、ニは地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」に

よる。 

  イ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

  ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の

財源に充てたと認められるもの 

  ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした      

地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

  ニ 元金償還金（経常経費充当一般財源等） 

 

 

 

 

 

 

  

年 度 債務償還比率 

令和６年度 5.0年   

令和５年度 3.4年   

令和４年度 6.4年   
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４ 行政コストの状況  

 

 行政コストの状況は、「行政サービスに係るコストはどのようになっているのか」

といった住民等の関心に基づくものです。地方自治法においても、「地方公共団体は、

その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定されており（同法第２条第 

14 項）、財政の持続可能性と並んで住民の関心が高い視点です。 

行政の効率性については、多くの地方公共団体で取り組んでいる行政評価において

個別に分析が行われていますが、行政コスト計算書は地方公共団体の行政活動に係る

人件費や物件費等の費用を発生主義に基づきフルコストとして表示するものであり、

行財政の効率化を目指す際に不可欠な情報を一括して提供するものです。 

行政コスト計算書においては、住民一人当たり行政コストや性質別・行政目的別 

行政コストといった指標を用いることによって、効率性の度合いを定量的に測定する

ことが可能となります。 

 

 

（１）住民一人当たり行政コスト 

 

 地方公共団体は人口規模や面積等により必要となるコストが異なるため、単純比較

することは適切ではありません。住民一人当たりの行政コストの額を算出することで

住民にとってもわかりやすい情報になります。 

 

算定式  住民一人当たり行政コスト ＝ 行政コスト ÷ 住民基本台帳人口 

 

年 度 行政コスト 住民基本台帳人口 一人当たり行政コスト 

令和６年度 19,806,812千円 20,680人 957千円 

令和５年度 19,063,035千円 21,272人 896千円 

令和４年度 17,955,182千円 21,919人 819千円 

※ 住民基本台帳人口は、３月 31日現在の数値を使用 
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（２）性質別・行政目的別行政コスト 

 

 行政コスト計算書では、性質別（人件費、物件費等）の行政コストが計上されて  

おり、これらを比較することにより、行政コストの増減項目の分析が可能となります。 

 

項 目 金 額 構成比 

人件費 3,422,535千円  18.2% 

物件費等 8,572,106千円  45.6% 

その他の業務費用 194,135千円  1.0% 

補助金等 2,359,226千円  12.5% 

社会保障給付 1,647,065千円  8.8% 

他会計への繰出金 2,581,278千円  13.7% 

その他 35,533千円  0.2% 

合 計 18,811,878千円  100.0% 

 

 住民一人当たり人件費・物件費等 

年度 人件費・物件費等 住民基本台帳人口 一人当たり人件費・物件費

等 

令和６年度 11,994,641千円 20,680人 580千円 

令和５年度 11,473,537千円 21,272人 539千円 

令和４年度 10,970,323千円 21,919人 500千円 
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５ 受益者負担の状況   

 

 受益者負担の状況は、「歳入はどれくらい税収等で賄われているのか」といった  

住民等の関心に基づくものであり、行政コスト計算書において使用料・手数料などの

受益者負担の割合を算出することが可能であるため、受益者負担水準の適正さの判断

指標として用いることができます。 

 

 

（１）受益者負担の割合 

 

 行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負

担の金額であるため、これを経常費用（行政サービス提供に係る負担）と比較するこ

とにより、行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を算出することができます。 

 

算定式  受益者負担比率  

＝   経常収益   

           経常費用 

年 度 経常収益 経常費用 受益者負担比率 

令和６年度 518,414千円 18,811,877千円 2.8% 

令和５年度 585,417千円 17,988,058千円 3.3% 

令和４年度 666,657千円 17,588,739千円 3.8% 
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Ⅳ 財務書類（全体会計） 
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Ⅴ 財務書類（連結会計） 
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